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調達価格等算定委員会意見書作成に当たっての合意事項（案） 

 

平成２４年４月２５日 

 

買取価格及び買取期間については、再生可能エネルギー特措法（以下、単に「法

律」という）において、経済産業大臣が毎年度、当該年度の開始前に定めることと

されている。これは、費用低減を勘案し、賦課金の負担が電気の使用者に対して過

重なものとならないよう配慮しているものである。一方で、事業者にとり、事業計

画を立案しやすくすることが必要であり、調達価格等算定委員会として、どのよう

な考え方で、今般の買取価格と買取期間の意見集約に至ったかを明示することは、

事業者の予測可能性を向上させることに貢献するものと考える。以下、意見書策定

に当たって、委員間で合意した考え方を記す。 

 

I. 分野横断的事項 

 

１. 全体論 

 法律の規定に基づき、効率的に供給される場合に通常要する費用、及び適正な

利潤を基礎に、買取価格を算定することとした。加えて、施行後３年間は、例

外的に、利潤に特に配慮する旨の規定がある。初年度は、これに当たるため、

適正な利潤の検討、すなわち３．に記すＩＲＲの設定にあたり、この点に留意

した。 

 算定に当たっては、ヒアリングで各事業者団体や事業者から提示された数値を

上限値とした。  

 ヒアリングで提出された資料については、経済産業省事務当局から法律の規定

や国会における審議経過を説明した上で、公開されて、一般のチェックを受け

ることとなることをあらかじめ予告した上で、提示されたデータである。この

ため、委員会での審議において疑義が述べられた部分を除いては、初年度の算

定に当たっては、一定の信頼を置くこととした。 

 ただし、法律上、賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならない

よう配慮が求められていることに鑑み、二年度目以降については、現実のコス

ト等の変化を反映して、適正な買取価格の意見提出を行うことが必要となるこ

とから、固定価格買取制度の適用を受けた設備のコストデータを経済産業省に

事後的に提出することを買取制度適用の条件とすることを求め、これを価格設
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定の審議に反映させることとした。また、コストの変動が激しい電源もあるこ

とに鑑み、当該コストデータは、概ね半年ごとに集計し、最新の動向を把握す

ることを経済産業省に求めることとした。 

 

２. 通常要する費用 

 

 費目の範囲については、コスト等検証委員会で議論された費目に、①再生可能

エネルギー発電事業者側で負担すべき接続費用、②土地の賃借料、③法人事業

税を加えたものとした。 

 費目ごとの費用額は、コスト等検証委員会の試算結果があるものについては、

これを基礎としたが、分野ごとに合理的な事情が認められる場合については、

その修正を行うこととした。 

 費目ごとの整理については、以下とした。 

 地熱における地表調査など事業可能性評価に要する事前調査費用は、買取

対象として具体化できなかった案件にも必要となる支出である。当該支出

について、ヒアリングにおいては、通常要する費用として計上されていた

が、事前調査に対する支出の必要性は、事業リスクの高さを示すものであ

り、通常要する費用に計上するのではなく、ＩＲＲの設定の際に事業リス

クとして勘案するという整理とした。 

 ヒアリングにおいて、一部に、通常要する費用として、金利負担を含めて

いた場合があったが、適正な利潤の指標としてＩＲＲを用いるため、金利

負担は一律費用には含めないこととした。 

 廃棄費用については、コスト等検証委員会が採用している建設費用の５％

（ＩＥＡ報告書が根拠）を採用した。ただし、１０ｋＷ未満の太陽光発電

については、費用に計上しないこととした。 

 消費税については、将来的な消費税の税率変更の可能性も想定し、外税方

式とすることとした。ただし、一般消費者向けが太宗となる太陽光発電の

余剰買取の買取区分については、従来どおりとした。 

 法人税法上損金算入が認められている固定資産税及び法人事業税について

は、通常要する費用として計上した。 
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３. 適正な利潤 

 

 プロジェクトの事業採算性を評価する際には、広くＩＲＲの指標が使われてい

る。適切な利潤を決定するに当たっては、他事業との総合的な比較を勘案でき

るようにすることが重要であり、適正な利潤を計測する指標としては、各事業

の態様によって異なりうる、税金を差し引く前の税引前ＩＲＲを用いることと

した。 

 ＩＲＲは、その事業特性に応じ、事業リスクが高ければ高いＩＲＲに、事業リ

スクが低ければ低いＩＲＲになる性格を持つ。ヒアリングで提示されたＩＲＲ

の差は、こうした各事業固有のリスクなどを、一定程度、反映したものと考え

ることができる。 

 ドイツやスペインでは、それぞれ税引前７％程度、税引前８．５～１０％程度

のＩＲＲを設定している。日本との金利差（ドイツで１％程度、スペインで４％

程度）を考慮すれば、両国のＩＲＲと同程度のＩＲＲとして我が国で標準的に

設定すべきＩＲＲは、税引前５～６％程度と考えることができる。施行後３年

間は、例外的に、利潤に特に配慮する旨の規定がなかった場合には、この程度

のＩＲＲの水準が我が国では妥当であると考える。 

 実際には、施行後３年間は利潤に特に配慮する必要があることを加味し、これ

に更に１～２％程度を上乗せし、税引前７～８％を初年度の標準的なＩＲＲと

することとした。  

 既に固定価格買取制度を導入した国では、電源に関わりなく、一律のＩＲＲ設

定が行われている国があるが、我が国においては、同じ再生可能エネルギーと

いえど、電源ごとに異なる各事業固有のリスクが存在することに鑑み、異なる

ＩＲＲ設定を行うこととした。具体的には、太陽光発電にやや低め、地熱発電

にやや高めの設定とすることとした（参考１）。さらに、住宅用や他の事業に

付随して実施される事業等については、リスクが通常の発電事業に比して小さ

いことから、ＩＲＲは更に低く設定することとした。 
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【参考１】Term Financing Data (2012 Q1) 

 

Source: Bloomberg New Energy Finance 

 

４. 買取期間 

 買取期間については、法律上、「電気の供給の開始の時から、発電設備の重要

な部分の更新の時までの標準的な期間」を勘案して定めるとされていることに

鑑み、法定耐用年数を基礎とすることが適当と判断した。  

 ただし、分野ごとに、実態上の合理的な事情が認められる場合には、その年数

の延長又は短縮を行うこととした。  

５. 買取区分 

 各電源内での区分については、現時点で、事業毎の差異についての情報が限定

的である場合、初年度から、無理をして細分化を行うことをせず、法律の施行

を続けるなかで、不都合が生じた段階で、見直しを行う方針とした。 
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Ⅱ.分野別事項 

 

１. 太陽光 

 

（１） 買取区分 

 買取区分については、１０ｋＷ未満と１０ｋＷ以上の２区分を設け、主として

住宅用である１０ｋＷ未満の区分については、法律の国会審議を踏まえ、現行

制度と同じく、余剰買取方式とした。  

 なお、１０ｋＷ以上については、今般の審議においては、発電規模が大型化し

ても顕著なスケールメリットは認められなかったため、今般は、更に細かな区

分は設けないこととした。 

 

（２） 建設費及び運転維持費 

 １０ｋＷ以上の太陽光発電については、近年の太陽光パネルのコスト低下を反

映し、コスト等検証委員会の下限値を下回る３２．５万円/ｋＷに土地造成費

を加えた値を採用することとした。 

 １０ｋＷ未満の太陽光発電については、ヒアリングでは、太陽光パネル単価が

４８万円／ｋＷが採用されていたが、平成２４年４月２４日（火）に発表され

た平成２３年度第４四半期の住宅用太陽光補助金制度の執行結果によれば、４

６．６万円／ｋＷまで低下したことから、これを採用することとした。  

 

（３） 運転維持費 

 １０ｋＷ以上の運転維持費については、ヒアリング結果がコスト等検証委員会

の報告書の提示した金額の幅の中に収まっており、これを採用することとした。 

 １０ｋＷ未満の運転維持費については、ヒアリング結果がコスト等検証委員会

の報告書の金額より低い数値であり、これを採用することとした。なお、１０

ｋＷ未満の運転維持費の中には、定期点検費用も含まれていることを確認した。 

 

（４） ＩＲＲ 

 １０ｋＷ以上の太陽光発電については、ヒアリングでは、非住宅用太陽光につ

いては、税引前６％と、他の分野に比べて低めのＩＲＲが提示された。これは



 

6 

 

再生可能エネルギーの他の分野と比べた場合の太陽光発電リスクの小ささを

反映しているものと判断した。 

 このため、最初３年間の特別な配慮を加えた標準的なＩＲＲを税引前７～８％

として想定するのであれば、非住宅用の太陽光発電については、これよりやや

低い水準に設定することとし、ヒアリングどおり、税引前６％とすることとし

た。 

 一方、１０ｋＷ未満の太陽光発電については、ＩＲＲについては、一般的なソ

ーラーローンの金利である３．２％とした。  

 

（５） 買取期間 

 ヒアリングでは、太陽電池パネルの実態上の寿命は２０年以上あり、若干の経

年劣化はあっても発電は十分可能との理由から、法定耐用年数１７年より長い

２０年が提示された。実際に２０年を経た事例は未だあまりないものの、パネ

ルの設計寿命も、多くの事業計画も、２０年間の使用を念頭に置いている実態

があることから、１０ｋＷ以上については、買取期間は２０年とした。 

 １０ｋＷ未満については、その用途が主として住宅用であり、ヒアリングでは、

個人住宅の外壁や屋根の塗り替えが１０～１５年程度で実施され、又、住宅自

体の譲渡もありうることを考慮し、法定耐用年数１７年より短い１０年が提示

された。こうした理由には一定の合理性が認められる上、現行の余剰電力買取

制度との連続性も考慮し、買取期間は、１０年とした。 

 

（６） その他 

① 劣化率の取扱 

 ヒアリングで提出された資料を精査したところ、１０ｋＷ以上の太陽光発

電の費用算出に当たり、毎年発電電力量が低下すること（劣化率）が仮定

されていた。 

 劣化率については、複数年使用した後の太陽光発電パネルの公称出力から

の出力低下がどの程度の水準であるかという点について、確立したデータ

が存在していない。このため、コスト等検証委員会の費用試算においても

劣化率を全く考慮していない。また、１０ｋＷ未満や他の電源についても、

ヒアリングで提出された資料において、劣化率は考慮されていない。 

 このため、今般、１０ｋＷ以上の太陽光発電の買取価格を算定するに当た
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っても、劣化率は考慮しないこととし、費用を計算し直した。 

 

② 住宅用太陽光発電向け補助金の効果 

 住宅用太陽光発電（１０ｋＷ未満で、低圧契約を行っており、かつ住居と

して使用されているものであること）については、現在、国の補助制度が

存在しており、仮にこれがなかったと仮定した場合、現在の余剰電力買取

制度のうち１０ｋＷ未満で、かつ、低圧契約を行っている場合に適用され

ている買取価格４２円／ｋＷｈは、４８円／ｋＷｈ程度に相当する。今般

の１０ｋＷ未満の買取価格の設定に当たっても、このような補助制度が存

在する点については、念頭に置いて検討を行った。 
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２. 風力 

 

（１） 買取区分 

 買取区分については、２０ｋＷ未満と２０ｋＷ以上の２区分を設けることとす

る。なお、経済産業省の大型の風力発電に対する補助制度のデータによると、

２０ｋＷ以上のものについて、規模の違いによるコスト差が小さいため（参考

２）、更なる細分化は行わないこととした。  

 洋上風力発電については、現時点では費用の算定が困難であるため、初年度に

おいては、「風力（２０ｋＷ以上）」の区分で対応することとした。しかしなが

ら、現実の費用は、陸上風力発電と相違することも想定されることから、洋上

風力に係るコストデータが把握可能となった時点で、別途の区分を設けること

も含めて、再検討を行うこととした。 

【参考２】風力発電の１ｋＷ１kW当たり建設コストと規模の関係 

 

出典：新エネルギー等事業者支援対策事業 

 

（２） 建設費 

 ２０ｋＷ以上の建設費については、ヒアリング結果は、コスト等検証委員会の

金額の幅の中でも上限に近い３０万円/ｋＷであった。また、欧米では、より

低い建設コストが実現しているとのデータも存在した。このため、建設費につ

いては、より客観的なデータで実態を把握するよう、事務当局に指示を行った。

これに従い、事務当局が、経済産業省の補助金データを基に建設コストを計算

したところ、国内実績値の平均値は３０万円/ｋＷ程度であった（参考３）。し

たがって、概ね実勢を反映した建設費として３０万円/ｋＷを採用することと
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した。 

 他方、２０ｋＷ未満の建設費については、ヒアリング結果では、１５０万円／

ｋＷが提示された。他方で、ヒアリングで提示された買取価格は５０～５５円

であり、この価格に対応する設備コスト（１２５万円／ｋＷ（事務局推計））

まで業界努力で自らコスト低減を実現させるとしていたことから、１２５万円

／ｋＷを建設費として採用することとした。 

【参考３】風力発電の１kW当たり建設コストの推移 

 

出典：新エネルギー等事業者支援対策事業 

 

（３） 運転維持費 

 ２０ｋＷ以上の運転維持費については、ヒアリング結果がコスト等検証委員会

の幅に収まっており、これを採用した。 

 ２０ｋＷ未満の運転維持費については、把握困難との理由により、ヒアリング

結果においても０円が提示されており、これを採用することとした。 

 

（４） ＩＲＲ 

 風力発電（２０ｋＷ以上）は、地熱発電ほどリスクが高くない一方で、太陽光

発電よりはリスクが高いと認められるため（参考１参照）、当初３年間の標準

的ＩＲＲを適用し、ヒアリング結果でも提示された８％で設定することとした。 

 他方、２０ｋＷ未満の小形風力については、ヒアリング結果においても提示さ
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れたとおり、国債金利利回り程度の１．８％とした。 

 

（５） 買取期間 

 ヒアリング結果では、実態上の設計寿命が２０年あり、また、風車の操業期間

の実態も２０年以上となっていることから、法定耐用年数の１７年より長い２

０年が提示された。さらに、世界で事業用に使用される風車は、ほとんどがＩ

ＥＣ（国際電気標準会議）の規格に準拠しているが、ＩＥＣの規格上も風車の

設計耐用年数は２０年とされている。これらを勘案し、２０ｋＷ以上、２０ｋ

Ｗ未満を問わず、買取期間については、２０年とすることとした。 
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３. 地熱 

 

（１） 買取区分 

 ヒアリング結果で提示された出力規模別の発電コストを見ると、概ね１．５万

ｋＷを境にスケールメリットの働き方が変わってくることから、１．５万ｋＷ

以上とそれ未満に区分することとした（参考４）。なお、ヒアリング結果では、

フォーミュラ方式で価格を決めるべきとの意見があったが、地熱発電のみこれ

を採用する特段の理由は認められなかったため、他の電源と同様の扱いとした。 

【参考４】地熱発電の出力別発電原価（１５年平均） 

 

（出典）日本地熱開発企業協議会プレゼン資料中の「発電原価（15年平均）」の数値をプロット。  

 

（２） 建設費 

 建設費については、１．５万ｋＷ以上の設備については、３万ｋＷの設備をモ

デルプラントとすると、ヒアリング結果が７９万円／ｋＷ（既述のとおり、開

発に着手する以前の調査費用は除いた）となり、これはコスト等検証委員会の

金額の幅の中に収まっていることから、これを採用することとした。 

 １．５万ｋＷ未満の設備については、７，０００ｋＷの設備をモデルプラント

とすると、ヒアリング結果が１２３万円／ｋＷ （同様に、開発に着手する以

前の調査費用は除いた） となるため、これを採用した（コスト等検証委員会

では、この規模のものは検討されていない）。 
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（３） 運転維持費 

 運転維持費については、１．５万ｋＷ以上の設備については、ヒアリング結果

がコスト等検証委員会の金額の幅の中に収まっていることから、これを採用す

ることにした。 

 １．５万ｋＷ未満の設備については、ヒアリング結果を採用した（コスト等検

証委員会ではこの規模のものは検討されていない）。 

 

（４） ＩＲＲ 

 地熱発電については、他の電源と比較して著しくリスクが高いことから、ヒア

リング結果でも、当初３年間の集中導入期間における標準的なＩＲＲである７

～８％より高い１３％が提示された。 

 

（５） 買取期間 

 ヒアリングでは、発電機などの主要設備の法定耐用年数どおり１５年が提示さ

れており、これが実情を反映していると考えられることから、買取期間は１５

年とした。 

 

  



 

13 

 

４. 中小水力 

 

（１） 買取区分 

 買取区分については、中規模・小規模を区分する出力として１，０００ｋＷで

区分を設けることとした。 

 １，０００ｋＷ以上の水力発電については、経済産業省補助金の実績データを

用い直近１０年間に採択された案件の建設費を分析したところ、出力の違いに

よる建設費の変動は小さく（参考５）、件数も多くはなかったことから、    

１，０００ｋＷ以上は一律区分とした。 

【参考５】１，０００ｋＷ以上３万ｋＷ未満の水力発電の規模と建設費の関係 

 

（出典）「中小水力発電開発費補助金補助事業」データのうち、直近１０年に採択した案件より資源エネルギー庁作成  

 

 １，０００ｋＷ以下については、経済産業省補助金の実績データを用いて直近

１０年間に採択された案件の建設費を分析したところ、２００ｋＷ以上と２０

０ｋＷ未満では建設費の中心価格帯が異なっていることが判明した（参考６）。

このため、２００ｋＷで更に区分を設けることとした。 
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【参考６】１，０００ｋＷ以下の水力発電の規模と建設費の関係 

 

（出典）「新エネルギー等導入加速化支援補助金」（平成 19年以降）および 「中小水力発電開発費補助金補助事業」（平成１８

年まで）データのうち、直近１０年に採択した案件より資源エネルギー庁作成  

 

（２） 建設費及び運転維持費 

 １，０００ｋＷ以上の中小水力発電については、建設費が、コスト等検証委員

会の８５万円/ｋＷに対し、ヒアリング結果は１３６万円/ｋＷと高く、運転維

持費も、コスト等検証委員会の０．９５万円/ｋＷに対し、ヒアリング結果は

１．５万円/ｋＷと高く出る結果となった。 

 これは、ヒアリングが採用したモデルプラントの規模が、コスト等検証委員会

の１．２万ｋＷと比較して小さい３，０００ｋＷ以下であったために、費用が

過大に評価されたことが原因であった。また、ヒアリング結果の建設費は、開

発できなかった案件の建設費も含めていたため、建設費が押し上げられていた。

このため、建設費、運転維持費ともに、コスト等検証委員会の値を採用するこ

ととした。 

 １，０００ｋＷ未満の中小水力発電について、ヒアリングでは、コスト等検証

委員会と比べ、建設費は高くなるが、運転維持費は低くなるとの指摘があった。

しかし、現時点ではそれぞれについて詳細なデータの提出は難しく、また結果

的にはコスト等検証委員会と同じ水準のコストとなるとの指摘があったため、

まずは、コスト等検証委員会のモデルケースの値を採用することとした。 
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（３） ＩＲＲ 

 １，０００ｋＷ以上については、ヒアリングを行った公営企業には益金概念が

ない一方、この分野には民間の参入も十分に考えられることから、民間が実施

する場合を想定したＩＲＲの設定が必要と判断した。 

 このため、１，０００ｋＷ未満の分野で全国小水力利用推進協議会が設定した

ＩＲＲ７％を採用し、事務局にて、コスト等検証委員会における建設費・運転

維持費を基礎に買取価格を推計したところ、ヒアリングで事業者が示した上限

値とほぼ一致する結果が得られた。このため、ヒアリング結果を上限とする原

則に従ってヒアリングの要望価格を採用することとし、ＩＲＲとしても、７％

を採用することとした。 

 １，０００ｋＷ未満の水力発電については、地熱発電ほどリスクが高くない一

方で、太陽光発電よりはリスクが高いと認められるため、当初３年間の標準的

ＩＲＲを適用することとし、ヒアリング結果でも提示された７％に設定するこ

ととした。 

 

（４） 買取期間 

 ２０年を超える資金調達は事実上困難との実態が認められることから、買取期

間としては、発電設備の法定耐用年数２２年より短い２０円とした。 
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５. バイオマス 

 

（１） 買取区分 

 初年度においては、買取区分を細かく設定するために必要となる詳細なデータ

の把握が困難である。このため、買取区分については、コスト構造の類似した

ものごとにグループ分けすることとした。 

 グループ分けに当たっては、主要なバイオマス発電それぞれの発電コストを算

出した上で、その発電コスト（円／ｋＷｈ）の類似したものごとにグループ分

けをすることとした。 

 各バイオマスの発電コスト計算結果を踏まえ、以下の５つの区分（参考７）と

する。 

 家畜糞尿や下水汚泥等を用いたメタン発酵ガス化バイオマス発電について

は、ヒアリング結果によると、発酵槽を用いたガス化プロセスが必要とな

る分、総じて３０円後半から４０円程度の価格が提示されており、他のバ

イオマスと比較すると極めて高い。 

 他方、建設廃材などリサイクル木材を燃焼させるバイオマス発電について

は、その価格が１４円程度と圧倒的に安い上、製紙業、繊維板業等による

原料としての用途との不要な競合を回避することも重要であり、市場実態

を踏まえた価格設定が不可欠である。このため、まず、メタン発酵ガス化

バイオマス発電と、リサイクル木材を燃焼させるバイオマス発電の二つを、

買取区分として分離することとした。 

 これら二つの区分の中間領域となる発電コストに、未利用木材を燃焼させ

るバイオマス発電と、工場残材などの一般木材を燃焼させるバイオマス発

電、一般廃棄物などを燃焼させるバイオマス発電が残る。ヒアリング結果

によると未利用木材は３４円程度、一般木材は２７円程度、一般廃棄物は

１８円程度と、これらの間での発電コスト差が大きい。他方、輸入チップ

やＰＫＳ（パーム残さ：Ｐalm Kemel Shell）を燃焼させる一般木材のバイ

オマス発電に近く、鶏糞や下水汚泥を燃焼させるバイオマス発電は、一般

廃棄物を用いたバイオマス発電の価格に近い。 

 このため、この中間領域については、①未利用木材を燃焼させる木質バイ

オマス発電、②工場残材などの一般木材、輸入チップやＰＫＳを燃焼させ

るバイオマス発電、及び、③下水汚泥や鶏糞、一般廃棄物等を燃焼させる

バイオマス発電の、３つにグループ化することとした。 

 この場合、各買取区分についての買取価格は、以下のとおりとすることとした。 
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 メタン発酵ガス化バイオマス発電については、件数の大半を家畜糞尿のケ

ースが占めることから、この場合の価格を採用することとした。 

 未利用木材を燃焼させる木質バイオマス発電とリサイクル木材を燃焼させ

る木質バイオマス発電については、それぞれが１つのグループを構成して

いることから、それぞれの価格を採用することとした。 

 一般木材等を燃焼させるバイオマス発電については、輸入チップやＰＫＳ

といった海外資源ではなく国内資源を活用する事例が大半を占めることか

ら、国内の一般木材の場合の価格を採用することとした。 

 一般廃棄物や下水汚泥、鶏糞などを燃焼させるバイオマス発電については、

一般廃棄物の件数が大半を占めるため、一般廃棄物の場合の価格を採用す

ることとした。 

【参考７：バイオマス発電の区分（案）】 

 

 

（２） 建設費及び運転維持費 

 未利用木材を燃焼させる木質バイオマス発電は、ヒアリングの結果と、コスト

等検証委員会の結果がほぼ同等となったため、ヒアリングの結果を採用するこ

ととした。 

 未利用木材を燃焼させる木質バイオマス発電以外のバイオマス発電について

は、コスト等検証委員会のデータが無く、初年度においては、他に詳細なデー

タの把握も困難であったため、ヒアリング結果を採用することした。ただし、

法施行後は、固定価格買取制度の適用を受けた設備のコストデータを経済産業

省に事後的に提出することを買取制度適用の条件とすることとしており、次年

度以降は、これにより収集したデータをもって、再度検討を行うこととする。 

出
力
規
模

価格（円／ｋＷｈ）

バイオガス
（下水汚泥）

バイオガス
（家畜糞尿）

木質バイオマス
（未利用木材）

木質バイオマス
（一般木材）

木質バイオマス
（リサイクル木材）

４０３０２０１０

下水汚泥
（石炭混燃）

一般廃棄物

鶏糞

ＰＫＳ
輸入
チップ

廃棄物系（木質
以外）バイオマス
一般

メタン発酵ガス化
バイオマス

木質バイオマス一般
（含 ＰＫＳ）
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（３） ＩＲＲ 

 未利用木材を燃焼させる木質バイオマス発電のＩＲＲについては、地熱ほどリ

スクが高くない一方で、太陽光よりはリスクが高いと認められるため、標準的

ＩＲＲを適用し、８％とすることとした。 

 メタン発酵ガス化バイオマス発電については、ヒアリング結果では低いＩＲＲ

が設定されており、それより高いＩＲＲを設定する理由もないことからヒアリ

ング結果であるＩＲＲ１％を採用することとした。 

 

（４） 買取期間 

 買取期間については、実際の稼働期間は２０年程度あることから、一律に２０

年とした。 


